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○

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
変
更
届
出
等
の
提
出
期
間
）

（
変
更
届
出
等
の
提
出
期
間
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合

で
あ
っ
て
、
資
産
流
動
化
計
画
に
当
該
資
産
流
動
化
計
画
に
記
載
し
、
又
は
記

で
あ
っ
て
、
資
産
流
動
化
計
画
に
当
該
資
産
流
動
化
計
画
に
記
載
し
、
又
は
記

録
す
べ
き
事
項
（
第
十
五
条
第
四
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
、
第
十

録
す
べ
き
事
項
（
第
十
五
条
第
四
号
、
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
、
第
十

六
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
並
び
に
第
十
八
条
第
二
号
か
ら
第

六
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
並
び
に
第
十
八
条
第
二
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
内
容
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
お

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
内
容
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
お

け
る
当
該
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
件
及
び
手
続
の
記
載
又
は
記
録
が
あ
り

け
る
当
該
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
件
及
び
手
続
の
記
載
又
は
記
録
が
あ
り

、
当
該
記
載
又
は
記
録
に
従
っ
て
資
産
流
動
化
計
画
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す

、
当
該
記
載
又
は
記
録
に
従
っ
て
資
産
流
動
化
計
画
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す

べ
き
事
項
の
内
容
を
確
定
し
た
こ
と
に
よ
る
資
産
流
動
化
計
画
の
変
更
に
つ
い

べ
き
事
項
の
内
容
を
確
定
し
た
こ
と
に
よ
る
資
産
流
動
化
計
画
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
変
更
届
出
期
間
は
、
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
変
更

て
は
、
変
更
届
出
期
間
は
、
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
変
更

の
あ
っ
た
日
か
ら
一
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

の
あ
っ
た
日
か
ら
一
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
削
る
）

五

第
二
号
の
特
定
短
期
社
債
又
は
特
定
約
束
手
形
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
短

期
社
債
又
は
特
定
約
束
手
形
の
発
行
を
予
定
す
る
特
定
目
的
会
社
が
保
有
す

る
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
し
た
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に

関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号

の
二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
指
定
格

付
機
関
か
ら
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。
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（
特
定
短
期
社
債
の
発
行
の
要
件
）

（
特
定
短
期
社
債
の
発
行
の
要
件
）

第
七
十
七
条

法
第
百
四
十
八
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

第
七
十
七
条

法
第
百
四
十
八
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要

件
は
、
資
産
流
動
化
計
画
に
お
い
て
、
特
定
短
期
社
債
の
発
行
期
間
中
に
取
得

件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

す
る
特
定
資
産
の
内
容
（
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定
の
条
件
に
基
づ
き
抽
出

す
る
場
合
は
、
そ
の
抽
出
条
件
）
及
び
取
得
時
期
（
取
得
を
一
定
の
事
由
の
発

生
に
係
ら
し
め
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
）
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
す
る
。

（
削
る
）

一

資
産
流
動
化
計
画
に
お
い
て
、
特
定
短
期
社
債
の
発
行
期
間
中
に
取
得
す

る
特
定
資
産
の
内
容
（
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定
の
条
件
に
基
づ
き
抽
出

す
る
場
合
は
、
そ
の
抽
出
条
件
）
及
び
取
得
時
期
（
取
得
を
一
定
の
事
由
の

発
生
に
係
ら
し
め
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
）
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（
削
る
）

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
要
件

イ

第
十
八
条
第
七
号
ロ
の
場
合
で
あ
っ
て
、
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定

の
条
件
に
基
づ
き
抽
出
す
る
場
合

発
行
を
予
定
す
る
特
定
短
期
社
債
に

つ
い
て
指
定
格
付
機
関
（
当
該
特
定
短
期
社
債
の
発
行
を
予
定
す
る
特
定

目
的
会
社
が
保
有
す
る
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
し
た
指
定
格
付
機
関
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

信
用
補
完
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)

発
行
を
予
定
す
る
特
定
短
期
社
債
に
つ
い
て
指
定
格
付
機
関
か
ら
金

(2)
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融
庁
長
官
の
指
定
す
る
格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

（
約
束
手
形
の
発
行
の
要
件
）

（
約
束
手
形
の
発
行
の
要
件
）

第
九
十
一
条

法
第
二
百
五
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

第
九
十
一
条

法
第
二
百
五
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
資
産
流
動
化
計
画
に
お
い
て
、
特
定
約
束
手
形
の
発
行
期
間
中
に
取
得
す

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

る
特
定
資
産
の
内
容
（
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定
の
条
件
に
基
づ
き
抽
出
す

る
場
合
は
、
そ
の
抽
出
条
件
）
及
び
取
得
時
期
（
取
得
を
一
定
の
事
由
の
発
生

に
係
ら
し
め
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
）
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

す
る
。

（
削
る
）

一

資
産
流
動
化
計
画
に
お
い
て
、
特
定
約
束
手
形
の
発
行
期
間
中
に
取
得
す

る
特
定
資
産
の
内
容
（
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定
の
条
件
に
基
づ
き
抽
出

す
る
場
合
は
、
そ
の
抽
出
条
件
）
及
び
取
得
時
期
（
取
得
を
一
定
の
事
由
の

発
生
に
係
ら
し
め
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
）
が
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（
削
る
）

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
要
件

イ

第
十
八
条
第
七
号
ロ
の
場
合
で
あ
っ
て
、
取
得
す
る
特
定
資
産
を
一
定

の
条
件
に
基
づ
き
抽
出
す
る
場
合

発
行
を
予
定
す
る
特
定
約
束
手
形
に

つ
い
て
指
定
格
付
機
関
（
当
該
特
定
約
束
手
形
の
発
行
を
予
定
す
る
特
定

目
的
会
社
が
保
有
す
る
特
定
資
産
の
価
格
を
調
査
し
た
指
定
格
付
機
関
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

信
用
補
完
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(1)
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発
行
を
予
定
す
る
特
定
約
束
手
形
に
つ
い
て
指
定
格
付
機
関
か
ら
金

(2)
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
格
付
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。


